
  那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験補助金交付要綱 

令和２年７月 30 日 

（通則） 

第１条 那覇港管理組合管理者（以下「管理者」という。）は、那覇港公共国際コンテナターミナル

多目的利用実証実験に係る補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、この要綱に

定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２条 この補助金は、那覇港における外貿貨物増大に寄与する新たな利用形態に取り組む

（以下「実証実験」という。）船社に対し予算の範囲内で交付するものとし、その費用の一部を

支援することにより、那覇港における外貿貨物の増大を実現することを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 

(1) 新たな利用形態 那覇港公共国際コンテナターミナルの新たな多目的利用 

(2) 船社 船舶を運行する船会社（日本支社及び支店を含む） 

(3) 日本代理店 日本において外航船社と代理店契約を締結している企業 

(4) 補助事業者 補助金の交付決定の通知を受けた者 

(5) 補助事業 補助事業者が行う実証実験 

（補助金の対象及び経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる費用とは、補助事業の実施に要した費用であり、次の各号に

掲げるものをいう。 

(1) 港費（ただし、消費税及び地方消費税を除く。） 

(2) その他管理者が補助事業の実施に要した費用として認める費用 

２ 補助金の交付を受けることができる者は、船社または、その日本代理店（以下「代理店」とい

う。）であり、第３条第２号及び第３号に掲げる補助事業を行う者として管理者より選定を受け

た者、かつ、那覇港管理組合に対して使用料等の未納がない者とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、那覇港への新たな利用形態に伴い増加する那覇港公共国際コンテナタ

ーミナルにおける港費等（タグ費用、パイロット費用、綱取り・綱放し、レール養生用敷き鉄板

（リース材に限る）等）の合計額とし、1 寄港あたり 75 万円を上限とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、管理者が別に定める期



日までに、那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験補助金交付申請書（別記

様式第１号）及び添付書類を提出するものとする。 

２ 申請者は、前項の補助金の交付申請をするにあたっては、港費等にかかる消費税及び地方

消費税を除いて申請しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 管理者は、前条の申請を受けたときは、当該申請書に係る書類等を審査し、これを適正

と認めたときは、予算の範囲内で補助金の交付決定を行うものとする。 

（補助事業の内容の変更等） 

第８条 補助事業者は、補助金交付決定後の事情の変更により申請内容を変更して補助事業を

行う場合には、遅滞なく那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験補助金交付

決定変更申請書（別記様式第２号）を管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければな

らない。 

２ ただし、軽微な変更は除く（台風や冬季波浪等の自然条件による欠航等。）。 

（補助事業の中止又は廃止の承認申請） 

第９条 補助事業者は、第７条の規定に基づき補助金の交付決定の通知を受けた事業を中止又

は廃止する場合は、那覇港公共国際コンテナターミナル多目的利用実証実験補助金中止（廃

止）申請書（別記様式第３号）を管理者に提出し、あらかじめその承認を受けなければならな

い。 

（実績報告書） 

第 10 条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含

む。）は、その日から起算して２０日を経過した日までに、那覇港公共国際コンテナターミナル

多目的利用実証実験補助金実績報告書（別記様式第４号）を提出するものとする。 

（額の確定等） 

第 11 条 管理者は、前条の報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて現地調

査等を行い、その報告に係る補助事業等の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこ

れに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に

通知するものとする。 

２ 管理者は、前項により交付すべき補助金の額を確定するにあたり、特に必要があるときは、

補助事業者に対し、審査に必要な書面の提出を求めることができる。 

３ 管理者は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が

交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。 

４ 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、管理者は、期限内に納付

がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて支払遅延防止法第８



条第１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した遅延金を徴するものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第 12 条 管理者は、第９条の補助事業等の中止又は廃止の申請があった場合若しくは次に掲

げる場合には、第７条の決定の内容の全部又は一部を取り消し若しくは変更することができ

る。 

 （1）  法令、この要綱又はこれらに基づく管理者の処分若しくは指示に違反した場合 

 （2） 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 

 （3） 補助事業等に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合 

 （4） 交付の決定の後生じた事情の変更等により、事業の全部又は一部を継続する必要がな

くなった場合。 

２ 管理者は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命じなければ

ならない。 

３ 前項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、前条第４項の規定

を準用する。 

（補助金の交付請求） 

第 13条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、那覇港公共国際コンテナタ

ーミナル多目的利用実証実験補助金概算払請求書（別記様式第５号）を管理者に提出しなけ

ればならない。 

２ 補助事業者が額の確定通知を受けたときは、直ちに那覇港公共国際コンテナターミナル多目

的利用実証実験補助金精算払請求書（別記様式第６号）を提出するものとする。 

（補助金の経理区分等） 

第 14 条 補助事業者は、補助金に係る経費について、その収入及び支出を記載した帳簿を備

え、経理の状況を明らかにしなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金にかかる証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を、

補助事業を完了した日の属する年度の翌年度から５年間保管しておかなければならない。 

（雑則） 

第 15 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。 

附 則 

本要綱は、令和２年７月 30 日から施行する。 


